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イタリアの有機農業，
そして地域社会農業

――ローカルからのグローバル化への対抗――

〔要　　　旨〕

１　イタリアの有機栽培面積比率は約８％で，世界で４番目，有機栽培面積ではヨーロッパ

で最大である。

２　90年代後半，年率で10％強もの伸びを示し，世界的に注目を集めてきたが，01年をピー

クに有機栽培面積は減少に転じている。

３　これは97年から５年間にわたってＥＵが有機農業への転換を支援し，特に島嶼部に手厚

く設計されたことが大きく影響している。

４　イタリアの有機農業は，約３割を有機食品の輸出が占めていること，大規模層，若い層

での取組みが多いことなどの特徴を有する。

５　こうしたなかで，現場では有機認証に要する手間や認証料負担，マニュアル的認証に対

する不満が強い。

６　有機生産者は，直売も手がけており，在来種へのこだわり，歴史・文化・伝統を重視す

るものが多い。有機農業は一つの栽培方法や単なるマーケティング対応にとどまらず，地

域社会農業的色彩を強く帯びた活動のなかに位置づけて考えられよう。

７　イタリアは国家統一が1861年になってやっと達成されたが，職人，家族経営，中小企業

を大事にし，地域・歴史・文化を重視する風土が根強く，イタリア農業でもこうした考え

が根強い。

８　ＥＵのなかでもドイツ，フランス等と違って，我が国ではほとんど知られていないイタ

リア農業ではあるが，相互交流を促進していくとともに連携を強化し，地域性・多様性重

視によってＷＴＯ体制下でのグローバル化，モノカルチャー化の進行に対抗していくこと

が望まれる。



イタリアといえば，スローフード，アグ

リツーリズモ等で注目を集めているが，有

機農業の世界でもイタリアに対する関心が

高まっている。すなわち，90年代後半から

のイタリアにおける有機栽培面積増加は著

しく，直近での耕地面積に占める有機栽培

面積比率は約８％にまで達しており（第１

表），リヒテンシュタイン，オーストリア，

スイスに次いで４番目に位置するととも

に，有機栽培面積ではヨーロッパで最大と

なっている。しかしながら，農業，農業政

策と同様，有機農業についても，ドイツ，

フランス，イギリス等についてはある程度

の我が国での調査・研究の蓄積は存在する

ものの，イタリアについての調査・研究は

ほとんど皆無に近い状態にあるのが現状で

ある。

そこで本（2004）年夏に有機農業に関す

る調査を実施し，その結果をとりまとめた

ものが本稿である。地域性に富むイタリア

全体を俯瞰するためには，本土の南部・中

部・北部とシチリア等島嶼部にまで足を運

ぶことが必要であるが，限られた調査期間

のため本土の北部・中部をカバーするにと

どまり，南部と島嶼部については農業政策

省等でのヒアリング，関連資料によってい
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１　はじめに

（単位　％）

リヒテンシュタイン�
オーストリア�
スイス�
イタリア�
フィンランド�
デンマーク�
スウェーデン�
チェコ�
ウルグアイ�
イギリス�
ドイツ�
ノルウェー�
スロバキア�

資料　M.Yussefi ＆ H.Willer ed., The World of 
Organic Agriculture ２００３:Statistics and 
Future Prospects（IFOAM）.�

（注）　２００３年２月,IFOAM調べ。�

第1表　各国の耕地面積に占める有機農産物�
　作付面積の割合（上位２５か国）�
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ルクセンブルク�
スペイン�
ベルギー�
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フランス�
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２．００�
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１．８９�
１．８０�
１．８０�
１．７１�
１．６６�
１．６１�
１．５０�
１．４０�



る。なお，イタリア農業に関する資料不足

も加わって体系的整理は今後の課題とせざ

るを得ないことをあらかじめお断りしてお

きたい。

今回，調査するなかで最も強く印象づけ

られたのが，各地での歴史・伝統・文化等

地域に対するこだわりと農業とが一体化し

ているということであった。筆者はかねて

よりグローバル経済の下で日本農業を維持

していくためには地域農業に地産地消，食

文化等をも織り込んだ地域社会農業へ昇華

していくことが必要であることを強調して

きたが，まさにイタリアにおいて生きた地

域社会農業の姿を目の当たりにしたのであ

った。地域社会農業における有機農業の意

味，位置づけについてもあわせて考えてみ

たい。

（１） 地理的概況

イタリアは東南アルプスから地中海に伸

びた長靴状のイタリア半島と，半島の西側

の地中海に浮かぶシチリア島，サルジニア

島，エルバ島等をはじめとする約90の島か

らなっている。国土面積は30.1万ｋ㎡と日本

の約８割。北緯35度から45度に位置し，首

都ローマは42度で，日本の函館とほぼ同緯

度にあるものの，年平均気温は15.6℃と温

暖である。

気候は南北で異なり，南部は夏期に雨が

少なく冬期に雨が多くて温暖な地中海性気

候であるのに対して，北部は大陸性気候の

影響で，地中海性気候が弱まり夏期にも降

雨がみられる。

半島の中央部にはアペニン山脈が走って

おり，アペニン山脈とアルプス山脈との間

にはポー河が流れ，ロンバルディア平原か

らパダノベネア平野が形成されている。ま

た，島嶼部も多い。

このように地理的に多様性に富み，強い

地域性を有しているのが特徴である。

（２） 農業概況

農家（農場）数は215.4万戸（01年，以下同

じ），耕地面積及び永年作物地面積は10.98

百万haであり，単純に耕地面積及び永年作

物地面積を農家（農場）数で割った農家（農

場）１戸当たり平均面積は5.1haとなってい

る（第２表）。

別途，農地面積をみると，15.3百万ha

（00年，以下同じ）と総面積30.1百万haの

51％を占める。農地面積は，耕地8.0百万

ha，永年牧草地4.4百万ha，永年作物地2.8

百万haとなっている（第３表）。

先にも触れたように南部・島嶼部は，温

暖で冬期に雨の多い典型的な地中海性気候

であることから，硬質小麦，オリーブ，柑

橘類等中心のいわゆる地中海型農業が行わ

れている。これに対し北部は，大陸性気候

に近く，夏期も降雨があることから小麦，

酪農，水稲等が中心となっている。このよ

うに南部・島嶼部と北部とでは大きく異な

った農業が展開されているとともに，南

部・島嶼部は北部に比べ零細農家が多いと

いう特徴を有している。
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２　イタリア農業の概要



ここで後の展開との関連で，ＥＵ内で

のイタリアの位置，及びイタリアと日本

との比較について確認しておきたい。第

２表をみると，耕地及び永年作物地面積

を農家（農場）数で割った平均面積（01

年）は5.1haに対して，フランス29.5ha，

ドイツ25.5ha，イギリス24.5haと，イタ

リアはＥＵ主要国のそれを大きく下回っ
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２００３年

出典　農林水産省統計部『農林水産統計』２００４から作成�
（注）１　総土地面積には内水面を含む。�

２　各国のデータは,GDPベースにおける農業の部分である。日本は２００２年生産農業所得（概算）３５，２１９億円をドル換算した数
値である。�
３　農業の経済活動人口/経済活動人口×１００�
４　アメリカは,年間１，０００ドル以上の農産物を生産・販売している農場数である。EUは,農用地１ha以上又は１ha未満であっても
一定以上の生産・販売（基準は標準粗利益SGMの１％）を行う農業事業体数である。�
５　為替レートのうち（　）内は,EUROを各国の旧通貨に換算した値。�

�
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第3表　農地面積推移�
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て，本年の東欧加盟以前のＥＵ15か国平均

である12.5haの半分弱となっている。また，

主要農産物別の自給率（01年）をみるとＥＵ

15か国合計では穀物，肉類，砂糖類が

100％を大きく上回り，野菜類，果実類が

100％以下となっているのに対して，イタ

リアは逆に穀類，肉類等は80％，野菜類，

果実類は100％を大幅に上回っている。こ

のようにＥＵのなかでは相対的に小規模零

細経営が多いと同時に，地中海性気候を生

かしての野菜，果実等の集約的農業にウェ

イトが置かれていることがみてとれる。

次に，我が国と対比してみると，イタリ

ア農業がＥＵのなかでは小規模零細経営と

位置づけられるが，耕地及び永年作物地面

積を農家（農場）数で割った平均面積は，

イタリアの5.1haに対して日本は1.6haと約

３分の１にとどまっている。また，日本も

畜産物の自給率は低く，野菜，果実等の自

給率が高くイタリアとの類似性は認められ

るものの，日本の食料自給率は大きく下回

っている。

イタリアと日本は南北に長く，脊梁山脈

が走っており，国土面積もさほど差はない

など，地理的条件で類似点が多く，農業経

営構造も比較的似ているということができ

るが，我が国の食料自給率の低さは特異で

あると言わざるをえない。

（３） 農政の推移等

当然のことながらイタリア農政はＥＵ共

通農業政策（ＣＡＰ）を基本に展開されてい

るが，小規模零細農家が多いという国内事

情を踏まえて，コスト低下，農業構造改善

を目指しての規模拡大，加工・流通施設の

整備，集団化・協業化等に入力してきた。

こうした流れのなかで，98年には農家へ

の燃料供給，農業廃棄物の処理，社会保障

費用の負担軽減措置や，ブランドの確立や

伝統的な調理方法の普及等を支援するため

の政令が施行されている。
（注１）

ところで，ＣＡＰの推進に一時熱心であ

ったイタリア政府は，02年２月のＥＵ農相

理事会で，価格支持政策から農村開発政策

重視への流れ，すなわち市場化を前提とし

た調整措置に反対する方針を示しており，

ＣＡＰ推進派から離脱しようとする動きを

示している。
（注２）

今回，各地の農村で意見交換

を行ったが，多くの農民はＣＡＰが推進さ

れることによってイタリア農業はＥＵ化を

余儀なくされ，伝統的なイタリア農業が失

われてきたとして，ＣＡＰに反対する意見

が多かったことを付記しておく必要があろ

う。
（注３）

こうした背景には，ＥＵに先駆けてイタ

リアで始められた地域内格差是正政策への

取組みがある。すなわち，国ではなく，山

地の共通問題を抱えるコムーネ（市町村）

の連合会であるコムニタ・モンターナ

（Ｃ・Ｍ）が，地域からの開発担い手として，

「地域の発展計画を作り，農林業はもちろ

ん関連産業，公共事業，環境保全等幅広い

仕事を支援，助成」
（注４）

してきたことも影響し

ている。

あわせて触れておかなければならないの

が，農政についての中央政府と地方政府と
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の関係である。97年に農林水産業について

の中央政府と地方政府との分担見直しが行

われ，それまでの農林食料省は農業政策省

に改組され，農業政策省は対外関係業務と

各州間の調整業務のみを分担し，これ以外

の具体的施策は地方政府に任されることと

なった。これにともない，農業予算も農業

政策省が農業予算の10％を事務費として確

保するのみで，残りはすべて各州に配分さ

れ，その使途も各州が独自に決定できるよ

うにされている。
（注５）

（注１）農林水産省・海外農業情報の「イタリアの
農業概況」による。

（注２）農林水産省・海外農業情報「イタリアが
ＣＡＰ改革推進派を離脱」（02年２月15日）

（注３）後記事例を含む訪問先でのヒアリングによ
る。

（注４）甕滋（2004）195頁
（注５）（注１）に同じ。

以上の前提を踏まえて，次に今回調査の

中心であるイタリアの有機農業についてみ

てみたい。なお，イタリアでは有機農業は

「agricoltura biologica」といわれている。

（１） 生産

ａ　生産面積・生産農家

有機（転換期間中を含む）での栽培面積

の推移をみたものが第１図である。97年に

0.6百万haであったものが98年，99年には

年間で0.2百万ha近い増加を示し，その後

も年率10％強の伸びとなって01年には1.2

百万haと４年でほぼ倍増している。1.2百

万haは00年の農地面積15.3百万haの7.8％に

相当する。しかしながら，01年をピークに

有機栽培面積は減少に転じており，03年は

1.1百万ha（うち転換期間中0.3百万ha）とな

っている。

有機栽培に取り組む生産者数の推移をみ

たものが第２図である。有機栽培面積と生

産者の推移はほぼ同様の動きを示してい

る。１戸当たりの栽培面積をみてみると，

98年18.0ha，01年18.7ha，03年21.7haで推

移している。有機栽培に取り組んでいる農

家は平均経営面積5.1ha（00年）の３～４倍

の面積をもつ大規模層が多いとともに，最

近では小規模生産者の減少により規模が拡

大する傾向にある。また，比較的若い層で

の取組みが多いともいわれている。

農林金融2004・11
41 - 653

３　有機農業の現状と動向

資料　CCPB
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第1図　有機栽培面積推移�
　　　    （転換期間中を含む）�

資料　第１図に同じ�
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第2図　有機栽培農家数推移�



有機栽培農家数を州別にみたものが第４

表で，栽培農家数はシチリアやサルディー

ニャの島嶼部，プーリアやカラーブリアの

南部，そしてエミリア，ピエモンテ，ラツ

ィオ，トスカーナの中部から北部にかけて

集中している。

農産物別に栽培面積（第５表）をみると，

飼料作物，牧草，穀物で全有機栽培面積の

73％を占めている。オリーブ，果物，非食

用作物，ブドウ，柑橘類がこれらに続いて

いる。

概して南部・島嶼部ではオリーブ，柑橘

類等の果樹での取組みが多く，中北部では

飼料作物，穀物等での取組みが多くなって

いる。

ｂ　有機農産物販売農協等農業団体

イタリアでは既往の農協組織と
（注６）

は別に，

有機農産物の販売とそのための指導等に取

り組む農協を含むあらたな農協が数多く作

られており，
（注７）

これら農協や生産者によって

有機農業生産者団体が設けられている。有

機農業生産者団体は，ＡＩＡＢ（会員数約８
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資料　ＳＩＮＡＢ�
（注）　２００３年１２月末現在。�

第4表　州別有機栽培農家数�

�
生産者�

アブルッツォ�
バジリカータ�
カラーブリア�
カンパーニア�
エミリア・ロマーニャ�
フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア�
ラツィオ�
リグーリア�
ロンバルディア�
マルケ�
モリーゼ�
ピエモンテ�
トレント・ボルツァーノ自治県�
プーリア�
サルディーニャ�
シチリア�
トスカーナ�
ウンブリア�
バレダオスタ�
ヴェネト�

　　　 合　　　計�

�
製造業者�

�
輸入業者�生産者兼�製造業者�

生産者兼�
輸入業者�

製造業者兼�
輸入業者　�

生産者兼　�
製造業者兼�
輸入業者　�

�
合計�

（単位　農家数）

９４５�
１，６０１�
４，１１８�
１，４４６�
３，９００�
２７６�
２，３６８�
３５９�
１，００４�
１，６２２�
３７０�
２，５８８�
６２４�
４，０９５�
４，６０２�
７，８５２�
２，０３５�
１，１６９�
６３�

１，１４８�

４２，１８５�

１１３�
４８�
１６２�
１８８�
６２３�
６６�
２４７�
６９�
３９７�
１２８�
３９�
３２１�
１１８�
３５２�
９６�
４０３�
３８３�
９２�
３�

４１６�

４，２６４�

１�
-�
-�
-�
１�
１�
１�
-�
２�
-�
-�
-�
３�
１�
-�
-�
１�
-�
-�
１�

１２�

６３�
２９�
１０２�
９１�
１５６�
２９�
１５８�
３２�
９５�
５９�
１３�
１００�
３１�
１７２�
６４�
１５１�
３０５�
８３�
３�

１１３�

１，８４９�

-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�

-

１�
-�
-�
５�
３８�
５�
２�
１１�
３０�
４�
-�

１５�
１�
１�
-�
３�
１１�
４�
-�

２７�

１５８�

-�
-�
-�
-�
１�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
-�
１�
１�
２�
-�
-�

５�
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４，３８２�
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３７７�
２，７７６�
４７１�
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４２２�
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７７７�
４，６２１�
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２，７３６�
１，３５０�
６９�

１，７０５�

４８，４７３�

（単位　ha）�

穀物�
豆�
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粗飼料�
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野菜�
花き�
飼料�
種�
果物�
柑橘�
オリーブ�
ブドウ�
牧草地�
その他�

   合　計�
資料　第４表に同じ�
（注）　２００３年１２月末。�
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２０９，３７６�
１１，６６２�
８８８�
３，９９０�
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千），ＡＭＡＢ（同約６千），ＴＥＲＲＡＳＡＮＡ

（同約７千），ＡＳＳ．ＢＩＯＤＹＮ（同約0.5千）

の４つとなっている。
（注８）

これらは協会として

政治的活動を行うとともに，ＡＭＡＢでは

有機認証をも行っている。

（２） 流通・貿易

ａ　流通等

有機食品・農産物の流通を大規模流通店

と専門店とに分けてみたものが第３図で，

専門店の増加が著しいが大規模流通店も着

実に増加している。

03年での量販店，小売店，直売別の売上

比率は小売店60％，量販店35％，直売５％

となっている（第４図）が，06年の予測で

は55％を量販店で扱うようになり，直売も

若干伸びて８％となるが，現状有機食品・

農産物の過半を扱っている小売店は大きく

シェアを低下させるものとみられている。

なお，イタリアでも生協が強く，有機食

品販売チェーンとしては最大のシェアを有

している。また，大手量販店では独自のブ

ランドで有機食品・農産物を扱っており，

ブランドと認証マークが並べて貼付されて

いることが多い。

ところで学校給食や事業所の食堂で有機

食品・農産物を利用するところが増加して

おり，このために州レベルで補助金を支出

しているところもある。
（注９）

ｂ　価格

慣行栽培による食品・農産物を100とし

た有機食品・農産物の価格比較は
（注10）

，チーズ

130，パスタ135，牛乳115，果物ジュース

126，ワイン158となっており，牛乳につい

ては価格差が比較的小さいものの，他の食

品については30～60％もの価格差となって

いる。

ｃ　貿易

イタリアの場合，生産された有機食品・

農産物の約７割は国内向けで，約３割が輸

出されている。
（注11）

ワインを例にとると，72％が国内で消費

されるが，フランス22％，ベルギー４％，

ドイツ，オーストリア各１％と輸出に向け

られている。
（注12）
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資料　第１図に同じ�
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（３） 認証

認証機関は全国で９あったが，最近，小

規模の認証機関が４つ認められているとさ

れる。
（注13）

このうち訪問したＣＣＰＢの概況をあげ

ておくと，生産・加工・流通，国内外いず

れの認証も行っており，03年の認証件数４

千件，売上（認証料による収入）4.2百万ユ

ーロとなっている。イタリア中部のボロー

ニャに本部があり，本部スタッフ20名，３

州に各１名ずつスタッフを配置している。

別途契約した検査員60名がおり，認証の申

請があれば全国どこにでも出向いていく体

制をとっている。

（４） 政策･支援

イタリアの有機農業生産が急速に伸びて

きた背景にはＥＵからの支援がある。すな

わちＥＵが５年間にわたって有機農業への

転換を推進し，97年から５年間にわたって

支援が行われ，支援額は島嶼部に手厚く設

計されていた。
（注14）

このため全体でも有機への

転換が増加したが，シチリア，サルディー

ニャの島嶼部での増加が著しかった。ちな

みに，島嶼部での転換対象農産物はシチリ

アでは自給用農産物が，サルディーニャで

は羊関連が多いとされている。

しかしながら，01年を最終年として打ち

切られたことから有機農業への取組みは減

少に転じることとなった。

なお，若手農業者が有機栽培に転換しや

すいよう法的措置がなされ，支援・援助も

なされている。
（注15）

イタリアの取組みはヨーロッパの有機先

進国に比べると総じて遅れているとして，

生産面での振興に力を注いできたが，あわ

せて消費者の有機食品・農産物に対する関

心を喚起することも重要であるとして，有

機食品・農産物の消費促進活動を展開して

いる。食品の消費促進活動のためのプロジ

ェクトとして注目されるのが，ＣＩＨＥＭＡ
（注16）

での取組みで，地中海域の文化，気候等を

十分に踏まえた農業生産のあり方を研究す

るとともに，これにもとづいて生産された

ものを認証することによって消費拡大を目

指していくこと等が検討されている。

（注６）既往の農協組織には次のようなものがある。
FEDERATIONE NAZIONALE COLTIVATORI
DIRETTI：農場数の約60％を占める。農地解放に
ともなう家族経営農家を主たる組合員とする。
CONF ITALIANA AGRICOLTURA：農場数の

13～14％
CONFAGRICOLTURA：農場数の12％。戦前
からある農協組織で地主を組合員とする。
COPAGRI：１～２％。州によってあったりな
かったり。
ジーノ・ジロロモーニ氏とCOLD IRETT I

（COLTIVATORI DIRETTI）ピエモンテ州局長ジ
ョルジョ・フェッレーロ局長からのヒアリングに
よる。
（注７）農協設立のためには９人以上の出資者がい
ることが要件とされている。

（注８）ジーノ・ジロロモーニ氏からのヒアリング
による。

（注９）生協，大手量販店の動向等を含めてＣＣＰＢ
からのヒアリングによる。

（注10）CONSORZIO PER IL CONTROLLO
DEI PRODOTTI BIOLOGICI
『 L’EVOLUZIONE DEL BIOLOGICO』
2003.9.12.

（注11）ＣＣＰＢからのヒアリングによる。
（注12）ＣＣＰＢ資料（注10に同じ）
（注13）ＣＣＰＢからのヒアリングによる。
（注14）支援の詳細については不明
（注15）（注14）に同じ
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（注16）INTERNATIONAL CENTRE FOR
ADVANCED MEDITERRANEAN AGRO-
NOMIC STUDIESの通称。イタリアのバリに本
部がおかれている。日本の自然農法家である福
岡正信氏も講師としてＣＩＨＥＡＭを何度か訪れ
ているという。なお，イタリアでは福岡氏の訳
本も出版されており，福岡氏は最もよく知られ
ている日本人の一人とされている。

数多くの現場を見学することができた

が，紙幅の関係もあり，ここでは農協の取

組みを主に紹介し，個別生産農家について

は特徴的な部分のみ重点的に取り上げるこ

ととする。

（１） 生産（個別農家）

ａ　マルケ州イゾラ・デル・ピアーノのフ

ァットーリ・ピエールフランチェスコ

氏（42歳，ブドウ，穀物）

小麦，豆類，ブドウ等畑35haを所有する

とともに，山林13haを有する。有機栽培を

開始したのは84年からで，慣行栽培による

自然への環境負荷を回避することがねらい

であった。輪作によるローテーションを守

り，深耕を避けるとともに，フェロモンを

利用しての害虫駆除等につとめている。

ピエールフランチェスコ氏は近くにある

ウルビーノ美術館の説明係として毎日，半

日兼業している。
（注17）

奥さんはピアーノの下に

ある町で衣料品店を開いている。

収入の７割が農業収入，３割が兼業収入

となっているが，不安定な農業収入を安定

的な兼業収入が下支えしているかたちとな

っている。

農業所得の約半分は助成金で，有機農業

による助成金は作物によって若干異なるが

250ユーロ／ha程度となる。
（注18）

有機農業助成金を受け取るためには５年

計画を作成・提出し認定されることが要件

となる。５年計画の主な柱は次のとおり。

①地力，有機たい肥使用

②輪作

③水のコントロール

④耕作深度は30ｃｍ以内

⑤ブドウについては薬剤の使用について

種類や量について厳しい制限有

ｂ　ピエモンテ州フォッサーノの

アンドレア氏（28歳，野菜等）

野菜4haを中心に，果物1.5ha，ヘーゼル

ナッツ2ha，森林4.4haを所有している。夫

婦と，姉，両親の家族５人で農業に従事し

ており，６月から９月の農繁期には２人を

雇用して繰り回している。

有機農業への取組みは97年からで，ビジ

ネスよりも環境問題のほうがより重要であ

るという「個人的選択」から取組みを開始

している。一部温室も交えて，4haもの規

模で野菜の有機栽培を行っており，天敵や

バクテリア利用による害虫駆除，生分解性

プラスチックを使っての除草，豚糞・牛糞

に海藻を混合したたい肥等を利用してい

る。また，当地区は200ｍ以上掘らないと

地下水が出ないところであるが，アンドレ

ア氏の場合には２ｋｍ離れたところから井

戸水を引いてきており十分な水が確保され
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ているが，散水パイプの穴を小さくするな

どによって節水に努めている。

アンドレア氏の最大のこだわりは，在来

種の利用で，白豆，ピーマン，ナス，トマ

ト等，可能なものは在来種によって栽培す

るとともに，自家採種を行っている。苗物

については自家採種した種を育苗業者に持

ち込み，ここで育苗されたものを購入して

栽培している。

農産物の半分は卸を通じて量販店に販売

され，２割は小売店へ，残り３割が農場事

務所内にある直売店での販売と農協（カッ

シーナ・デル・コルナーレ（後述））の宅配

用に出荷されている。当農協設立時からの

組合員であり，大規模流通への出荷はでき

るだけやりたくない，小規模流通のなかで

多種類の野菜を生産し供給したいというの

が農協設立に参加した動機であるとしてい

る。

売上は65～75千ユーロ／年で，その約半

分が経費としてかかるが，借金の返済のた

め資金繰りは楽とはいえないもののまずま

ずの所得が確保されている，としている。

野菜，果物の有機栽培にともなう助成金を

もらっており，野菜で400ユーロ／ha・年

であるが，果物はこれよりも多いものの，

鳥の巣はそのままにしておくこと等が条件

とされている。一方で認証に要する費用が

1,600ユーロ／年もかかり，いろいろと手

間を要することも勘案すれば，有機栽培に

ともなう助成金と認証料，手間賃等の支出

はおおむねチャラになるとしている。

ｃ　ピエモンテ州プラロルモのアッバ・ス

テファニア女史（37歳，畜産および加工）

上記ｂ事例の場所と距離的には近いもの

の，土壌が粘土質でブドウ栽培には適さな

いことから畜産を営んできた。夫婦２人と

その父親の３人で，加工はご主人と父親が

分担している。

おじいさんの代に作った畜舎が２棟ある

が，90年代の牛肉相場下落で危機に瀕した

折，ホルモン剤を使わずに牛肥育を行って

いたものの，ホルモン剤を使用し，添加物

の入った飼料を供給して肥育された牛と価

格差がなかったことから，牛肥育そのもの

を取りやめた。その後，畜舎の有効活用を

はかるため子牛の肥育を受託している。

豚は約70頭を有機生産しており，週１～

２頭の割合で，仕上がった豚をつぶして加

工し，これを販売している。子豚を購入し

て，１年から1.2年肥育し，260～280kg／

頭になったところでと
・

場に送るが，一般に

は増体効率のいい180kg／頭ぐらいになっ

たところで仕上がりとするものが多い。

180kg／頭前後では筋肉が未発達でラード

もあまりつかず，サラミやハムの原料とし

ては不適当だ，として長期での肥育を行っ

ている。

ハム，サラミは代々家に伝わっているレ

シピに従ってつくられており，小麦粉はも

ちろん，化学物質は一切使用しておらず，

基本的には塩と香辛料，ワインだけが使わ

れ，時間をかけて熟成される。

製造されたハム，サラミは加工場の一角

で直売しているが，大半はカッシーナ・デ
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ル・コルナーレをつうじて販売している。

早い時期からの当農協の組合員であり，農

協の信用があるからこそ，どこにでも販売

可能であって，豚の飼育と販売とを連動さ

せて少量ながらも持続的経営を維持してい

くことを基本方針としており，大規模流通

に販売していくことはあり得ない，として

いる。

（２） 販売・地域活動（農協）

ａ　アルチェ・ネロ（alce nero）

（ａ）有機農業への取組み

アルチェ・ネロは
（注19）

，ローマとは反対のア

ドリア海側にある，マルケ州イゾラ・デ

ル・ピアーノにある農協である。ローマか

ら特急電車と車を乗り継いで３時間以上

の，丘陵地帯にあり，過疎化にさらされて

きた条件不利地域に所在する。傾斜地には

穀物を中心にブドウ，飼料作物等の畑が展

開されている。

アルチェ・ネロは，「有機農業の伝道者」

としてイタリアはもちろんのこと，世界的

にも知られているジーノ・ジロロモーニ氏

が中心になって1977年に設立されたもので

ある。丘陵地帯を覆っていた森林の多くが

切り払われ，農薬・化学肥料を多投した近

代化農業が推進される一方で，農業経営は

苦しく，離農等による労働力の都会への流

出にともない過疎化が進行してきた。こう

した状況のなかでいわば「本能的」にこれ

までの農法を転換し，自然・大地と共生す

る有機農業への取組みを78年より開始し

た。当時，イタリアでは有機農業に必要な

資材すら手に入れ難い状況で，スイス，ド

イツ等を駆け回って資材を調達し勉強しな

がら，レンガを積み上げるようにして地域

ぐるみでの有機農業を推進してきた。現在，

アルチェ・ネロは23の個人・法人組合員に

よって構成されており，同地区の約70％が

有機で生産され，また同地区のあるウルビ

ーノ県でも50％を占めているという。

有機栽培に関する主な農法をみると，肥

料については化学肥料の代わりに天然系

（動物性または植物性）の有機性肥料を使用

している。害虫駆除には農薬の代わりに植

物から抽出した調剤や海藻石灰の粉末を使

用している。また，除草は輪作等によって

対応している。

（ｂ）活動

有機農業の推進・営農指導とその販売を

軸としながら多面的な活動を展開してい

る。第一に，有機栽培と同時に，在来種に

対する強いこだわりをもっていることであ

る。イタリアに数千年前にはじめて入って

きた「スペルト」といわれる小麦で，収量

が少なく脱皮も難しいが，小麦アレルギー

が発症しにくいなどの特性を有している。

このスペルト小麦とあわせて，今では小麦

の主流となっているデュラム小麦が生産さ

れている。
（注20）

第二に，生産された小麦に付加価値をつ

けて販売するためパスタ工場を所有してい

る。小麦は契約栽培ではなく，収穫された

時点の市場価格の15～20％高い価格で買い

取られる。小麦は石臼で挽かれ，65℃の低

農林金融2004・11
47 - 659



温で32時間かけてじっくり乾燥される（一

般的には120～130℃で３分程度の乾燥）。あ

くまで品質を重視し，在来の加工法にこだ

わっている。ここで生産されたパスタに対

する評価は高く，日本へも有機パスタとし

て輸出されている。
（注21）

第三に，パスタはアルチェ・ネロが経営

する民宿と同一の建物の中にあるレストラ

ンで昔ながらの家庭料理としても提供さ

れ，地元はもとより，ドイツ等海外からの

来訪者も多く，週末はたくさんの客で賑わ

っている。

第四に，農協の事務所は廃墟となってい

た修道院を修復・再建したもので，事務所

の一部は民俗博物館としても活用されてお

り，ここに昔から使われてきた数多くの農

具等が展示され，地域の農業の歴史や暮ら

しの変化が身近に実感できるよう工夫され

ている。また事務所の別の部分はセミナー

ハウスや合宿所としても利用されており，

都会の人間も含めた人の出入りは激しい。

なお，民俗博物館だけでなくパスタ工場に

も年間4,000人もの子供たちが食教育の一

貫として見学に訪れるという。

第五に，往時には6,000人を数えていた

ピアーノの住民は，わずか600人にまで激

減し，若者のいないさびれた町と化してし

まった。しかしながら，ジーノ氏のリーダ

ーシップによって，有機農業への取組み，

こだわりのパスタ工場，民宿・レストラン

によるアグリツーリズモ，民俗博物館等の

多様な活動を展開していくなかで就業の場

も確保されるようになり，「中山間地に拠

点を置いての生産活動が，価値を創造し，

自分たちの求める夢を実現してくれる」と

して，ここで働く若者の数も多い。
（注22）

ｂ　カッシーナ・デル・コルナーレ

（Cascina del Cornale）

イタリア北部のフランスに隣接するピエ

モンテ州に位置しており，州都トリノの南

東，車で１時間程度の，なだらかな丘陵地

帯にある。一面にブドウ畑が広がっており，

イタリアワインの至宝として広く知られて

いるバルバレスコに近接しており，バロー

ロにも近い。

カッシーナ・デル・コルナーレは，組合

員が生産した農産物の販売農協として，97

年に９人で設立されている。家族農業経営

により有機，もしくはそれと同等かそれに

近い生産方法を採用し，かつ地域性を重視

していくことを加入の条件としている。

１年程前から宅配を開始しており，250

戸の消費者に農産物および加工品を定期的

に届けている。このためには発足時の組合

員からの集荷分だけでは対応困難であると

して組合員を募ってきており，現在では組

合員21名，組合員資格を持たないで出荷し

ている者を含めると約50名が本事業に参加

している。

なお，当地区での有機生産者は点在して

いるにすぎず，有機栽培面積比率は１％に

届いていないのが現状である。

現組合長はエレーナ・ロヴェーラ女史で

あるが，25年間務めてきた教員を辞めてご

主人から組合長を引き継いだ。エレーナ組
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合長は，「歴史・文化を大事にしていくこ

とは，農業をも大事にしていくこと」であ

り，あわせて「生産者と消費者は，すべて

の情報を誠実に嘘偽りなくオープンにする

ことによって信頼関係を構築していくこと

が大事である」との信念のもとに事業活動

を展開してきた。具体的には，歴史・伝

統・文化重視については，１階部分を農産

物や加工品の直売所としている組合事務所

の向かいにレストランを設け，ここでは生

産者から出荷された農産物や加工品を使っ

ての地域の伝統的な家庭料理を提供してい

る。また，組合の直接の事業とはなってい

ないものの，組合近くの丘にたつ城跡を博

物館として利用しており，ここでは当地に

昔から伝わる独特の文様が刻まれた，たく

さんの天井板や柱が展示されているととも

に，地元写真家が長年にわたって撮影して

きた「農と暮らし」や自然・風景の写真も

多数展示されている。さらには，地元に伝

わる伝統音楽を研究してＣＤを発行するな

ど，こうした地元活動，地域活動に農協も

一体となって参画し，これを支えている。

また，生産者と消費者との情報のオープ

ン化については，例えば農産物等に添付さ

れたシールは，生産者の手取金額と組合の

事務手数料，付加価値税，そして販売価格

が一覧できるかたちで表示がなされてい

る。消費者に配布される注文リストも同様

の内容で作られている。広報誌『ｐａｇｉｎｅ』

を発行するとともに，宅配を利用している

消費者と生産者の交流会を開催するなど，

情報発信，人的交流にも努めている。

（注17）法律が変更されて，農業者は税金を払えば
兼業することが可能となった。特に，山岳地区
では農業者が優先して兼業できるように配慮さ
れているという。

（注18）６月から10月の間，耕作しなければ100ユ
ーロ／haが交付される。１ha当たり約３万円
（約250ユーロ），30ha耕作するとして，約100万
円の助成額となる。なお，ＥＵからの助成金は
国，州でアレンジされ，州によって助成内容は
異なるが，マルケ州では助成金がかなり有機農
業に手厚く設計されているという。

（注19）アルチェ・ネロは，「人と自然の理想的な
調和を追い求め続けたスーオグララ・インディ
アンの偉大なシャーマンの名」で，“人と自然の
調和”を基本理念としている。（アルチェ・ネロ
のパンフレットによる。）

（注20）アルチェ・ネロは畜舎も有しており，ここ
ではイタリアで一般的なペッツァテローテとよ
ばれる茶色の牛とあわせて，マルケジャーナと
よばれる白い当地の在来種の牛も飼養されてい
た。

（注21）日本に有機パスタとして輸出するため，日
本の認定機関から外国製造業者として認証を受
けている。

（注22）パスタ工場だけでも工場で30人（３交代／
日），オフィスで10人の40人もの雇用を創出して
いる。

イタリアの有機農業に関する動向・状況

を概観するとともに，生産者および農協の

事例についてみてきた。次に，これらのな

かから浮かび上がってきた若干の課題につ

いて整理するとともに，今後の動向につい

て考えてみたい。

第一に有機食品・農産物に対する消費者

需要の喚起についてである。確かに生産が

需要を大きく上回っており，輸出でバラン

スをとるかたちとなっている。しかしなが

ら，品目別に輸出量を見て判断されなけれ

ばならないが，ワインやパスタをはじめと
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して輸出志向が強いだけでなく，高い品質，

地域性等の特徴を有しており，海外でも評

価は高く，根強い需要があることを見逃す

ことはできない。国内で消費需要を喚起し

ていくことは重要であるが，ワイン等につ

いてはもはやある程度の輸出商品であるこ

とが前提とされてしかるべきであろう。む

しろ，後述するようにスローフードやアグ

リツーリズモと一体化させた形で，農産物

中心に国内での消費需要喚起していくこと

が求められるように思う。

第二に，有機認証制度に対する現場の大

きな不満についてである。認証料負担が大

きいこともその一因であることは確かであ

るが，認証に要する手間と形式基準による

検査・判定についての不満が強い。大規模

経営による単作化，マニュアル的生産管理

ほど認証を得られやすく，また認証料の負

担能力もある。一方，家族農業で循環型の

複合的経営では認証を得ることが難しく，

また認証料負担も過大化しつつある。こう

したなかでは，第三者認証ではなく，生産

者と消費者との「顔と顔の見える関係」を

重視していくことによる流通の見直しが求

められることになる。現に，こうした動き

がスローフード等でみられるのである。

次に01年でピークを打ち，減少に転じた

有機栽培の今後の動向であるが，結論的に

は遠からず減少傾向は増加へと転じるもの

と考えられる。減少に転じた理由として島

嶼部での助成金がストップされたことが大

きく影響しているが，イタリア全体での有

機農業への取組みは着実にボトムアップし

ており，落ち込み分をカバーするのにさほ

ど長期間は要しないように思われる。また，

助成金ストップ等によって有機として認

証，表示することは取りやめても，実質有

機栽培を継続している生産農家も多いとさ

れ，数値以上の広がりがあるとの見方もで

きよう。

なお，これまで専ら無農薬・無化学肥料

による有機農業についてのみ触れてきた

が，市場では有機食品・農産物のインパク

トが強く，減農薬あるいは減化学肥料栽培

については存在感がなく，マルケ州ではカ

テゴリー自体がなくなってしまっていると

いう。

以上有機農業についてみてきたが，読者

は事例等から，イタリアでは有機農業が単

独で存在し動いているのではなく，歴史・

伝統・文化等と一体化しているとともに，

スローフードやアグリツーリズモとも連動

して広がりを持ってきていることに気づか

れたであろう。そこで，今回調査と入手し

た資料をもとにスローフードとアグリツー

リズモの実態・動向等を概観しておくとと

もに，有機農業や歴史・文化，スローフー

ド等が一体化した地域社会農業的性格を強

めながらグローバル化するなかでのイタリ

ア農業が形成されつつあることを確認して

おくこととしたい。
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（１） スローフード

スローフードは，①消えつつある郷土料

理や質の高い小生産の食品を守ること，②

質の高い素材を提供してくれる小生産者を

守っていくこと，③子供たちを含めた消費

者全体に，味の教育を進めていくこと，を

ねらいとする，世界各国で展開されている

運動である。

このスローフードは1986年にイタリア・

ピエモンテ州にある小さな町ブラが発祥の

地である。イタリアでの会員数は38,810人

で，支部の数も410に及んでおり（いずれ

も03年10月現在），各地で生産者を訪ねての

販売商品化のためのアドバイスや販売先の

紹介，食の教室の開催等活発な活動が展開

されている。全国の支部や会員から推薦さ

れた食材を，有識者やジャーナリスト等に

よって構成される学術委員会で選抜してリ

スト化する「味の方舟」や，良質で文化的

にも経済的にもその地域にとって特に貴重

な食材について基金によって直接の支援を

行う「プレジディオ（庇護）」への取組み

もすすめられている。

こうしたなかで，食教育を推進していく

ため，食についての多様で確かな知識をも

つ研究者やプロフェッショナルを育成する

ための「食の大学」をブラ近郊のポッレン

ツォとパルマ近郊のコロルノの２か所にこ

の10月開校している。

こうしたスローフードの活動に対して巨

大企業がスポンサーになるなどによってイ

メージが損なわれてしまった等の批判もあ

るが，総じてスローフードによって郷土料

理なり地域食材，さらには在来種に多くの

人たちの関心を引き寄せるとともに，地域

の活性化にも貢献しているとの受けとめ方

が多い。

（２） アグリツーリズモ

アグリツーリズモとは，農家に滞在し，

都会での日常から離れて田舎の雰囲気，新

鮮な地域素材を使っての「マンマ（母親）」

の味を楽しむ旅をいう。01年の公認数は

10,662件，年間利用客は205万人，そのう

ち外国人が25％を占めている。
（注23）

90年代以降急速に増加したが，85年に農

村休暇法が設けられ，不用となった空家や

農舎を修復・活用すること等により農業の

再生と地方経済の活性化が意図されたもの

である。これにともない，各州の実態にあ

わせて免税措置や補助金などの支援措置が

講じられている。
（注24）

アグリツーリズモは農家の副業として位

置づけられ，農業所得を上回らない範囲で

のみ認められていること，衛生管理が厳し

く畑作経営との兼業は認められないことな

どから，登録は受けずに独自に農村での民

宿・レストランを経営している農家も多

く，都市住民の農村・農家での長期滞在の

実態はかなり多いものとみられる。

アグリツーリズモについては町の人にと

ってのメリットが大きいのに対して，農家

にとってのメリットは乏しい等の消極的な

受けとめ方もなくはないが，都市と農村と

の交流による地域活性化に貢献していると

の評価が一般的である。
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（３） 地域社会農業

農村各地を歩いてみると，事例にもみら

れるように単に有機農業だけに取り組んで

いるのではなく，直売も手がけており，さ

らには在来種への強いこだわりと，歴史・

伝統・文化を重視する者が多いことがきわ

めて印象的であった。特にカッシーナ・デ

ル・コルナーレの組合長であるエレーナ女

史の「農家がものを生産して売ることは経

済だけの問題ではない。その背景には文

化・地域性・人間の生き方の全体が包含さ

れている。」「都会から農村へ戻ることは自

然を守ること，自分の根っ子を見出すこと

である。」との話は忘れられない。また，

直接，間接にスローフードやアグリツーリ

ズモとも関係して有機農産物が栽培され，

流通していることも確かである。

こうした構図をみるとイタリアの農村・

農業の基本には「地域を大事にしていく」

「地域を守っていく」という共通認識が根

強く存在しており，そのために歴史なり，

伝統・文化を大事にしていくことと同時

に，食料の自給や地産地消，さらには環境

や自然・景観を守っていくことも不可欠な

要素として位置づけられているように考え

られる。有機農業も環境を守り，地域を維

持し保全していくための重要な要素として

受けとめられているようにうかがわれるの

である。

筆者は地域社会農業を「自然条件を生か

した持続的・循環的な環境にやさしい地域

農業をベースとする。地域自給，地産地消

を基本にしながら，都市消費者とも密接な

交流をもつとともに，国内の他の地域農業，

さらには海外の地域農業との連携も視野に

置く。また，生産，暮らしだけでなく，地

域での社会的関係構築，文化的創造活動等

にも主体的に参画することにより地域マネ

ジメントの重要な一角を担うものである」
（注25）

としている。その意味ではイタリアで展開

されている有機農業は一つの栽培方法や単

なるマーケティング対応にとどまらず，地

域社会農業的色彩を強く帯びた活動のなか

に位置づけて考えられる。逆にいえば地域

の歴史・伝統・文化等の文脈と関連させて

取り組むことによって，地産地消，スロー

フード，アグリツーリズモとも連携して安

定的な有機農業生産が可能になるといえよ

う。ただし，先にみたようにイタリアでも

有機栽培面積比率は7.9％であり，地域社

会農業的取組みもまだ一部にとどまってお

り，大きな影響を及ぼすようになりつつあ

るとはいえ，全体の流れを左右し，あらた

な潮流を形成していくまでには至っていな

いことについては留意が必要である。

（注23）①　甕滋（2004）195頁，②「アグリツー
リズモ見聞録」『地上』（家の光）2003年３月号，
10，11頁

（注24）（注23）に同じ
（注25）蔦谷（2003）21頁

イタリアの有機農業の実態，実情等につ

いて述べてきたが，これらを踏まえて感じ

ていることを追加しておきたい。

イタリアの多くの農業者は地域に対する
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なみなみならぬ強い愛着を持っており，農

業と歴史・伝統・文化が彼等の意識のなか

で一体化されているように受け取られるの

であるが，これが核となって大規模生産・

大規模流通志向から小規模・家族経営重視

への流れを作り出しつつあるように感じら

れる。そしてＷＴＯ体制のなかでアメリカ

はもとよりＥＵ諸国のなかでも競争力が劣

後しているイタリアにとって，こうした意

識が有機農業や在来種，地産地消等による

地域に対する徹底的なこだわりを生み出

し，これらがイタリア農業の生き残りをも

たらす最大の戦略的武器ともなっているの

である。しかも，ワイン，パスタをはじめ

とするイタリア食品・農産物の国際的評価

も高い。

ＷＴＯ体制が浸透し，いっそうの市場

化・自由化が求められているなかで，我が

国は農地集積による経営規模拡大とコスト

低減，そして担い手の確保に農政の重点を

置こうとしている。かねがね筆者は適地適

作，地域複合経営，地産地消をベースに，

文化等とも連携した地域社会農業による日

本型農業を志向していくべきことを主張し

てきたが，その意味ではイタリアの取組み

は実に示唆に富んでおり，学ぶべきことは

極めて多いのである。

イタリアはローマ帝国崩壊以降，大小多

数の国家に分裂し，国家統一が達成された

のはやっと1861年になってからのことであ

った。こうした不安定な政治的状況が自然

の多様性とともに強烈な地域性を育んでき

た。そして職人を大事にし，家族経営や中

小企業でも生き残れる社会，大量生産・大

量流通，大規模化・モノカルチャー志向の

世界とは異なる経済を志向してきており，

世界経済がさまざまの限界に直面するなか

でイタリアの動きが注目を集めている。

農業の取組みも上のようなイタリア独自

の志向になかに位置づけられるのであろ

う。我が国とは当然のことながら歴史・伝

統・文化や自然・風土等を異にしており，

イタリア農業の表層的模倣は慎むべきでは

あるが，その本質に学ぶことによって，イ

タリア型に対応した日本型農業をより豊か

な内容にしていく可能性は大いにあり得よ

う。地域に対する強いこだわりや誇りにと

どまらず，イタリア的な明るさ，楽しく激

しい運動への取組みもきわめて重要であ

る。観光だけにとどまらず，農業面でも相

互交流を促進し，地域性，多様性重視によ

って　ＷＴＯ体制下でのグローバル化，モ

ノカルチャー化の進行に対抗していくこと

が望まれる。
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